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    学校教育課長        網 野   榮 
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○議事日程 

   日程 第 １ 会議録署名議員の指名について（議長提出） 

   日程 第 ２ 会期の決定について（議長提出） 

   日程 第 ３ 議案第１号 那須烏山市長、副市長及び教育長の給料の臨時特例に関す 

                る条例の制定について（市長提出） 

   日程 第 ４ 議案第２号 那須烏山市職員の給料の臨時特例に関する条例の制定につ 

                いて（市長提出） 

   日程 第 ５ 発議第１号 那須烏山市議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例の 

                制定について（議員提出） 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○本日の会議に付した事件 

   議事日程に同じ 
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［午前１０時００分］ 

○議長（佐藤雄次郎）  皆さん、おはようございます。議員の皆様、また、執行部の皆様、

大変御苦労さまです。きょうは、傍聴席には取材の方が来ております。よろしくお願いします。 

 時節柄、うっとうしい日が続いておりますが、それでは、ただいまから始めます。 

 ただいま出席している議員は１６名でございます。２番川俣純子議員から欠席の通知があり

ました。定足数に達しておりますので、ただいまから平成２５年第４回那須烏山市６月臨時会

を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。日程に入る前に報告いたします。地方自治法第１２１条の規定に基

づき、市長以下関係課長の出席を求めておりますので、御了解願います。 

 次に、本日の臨時会にあたり、本日、早朝に議会運営委員会を開き、その議会運営委員会の

決定に基づき、会期及び日程を編成いたしましたので、御協力くださるようお願い申し上げま

す。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりでございます。 

                                    

     ◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 

○議長（佐藤雄次郎）  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、

会議規則第８７条の規定により、議長において指名いたします。会議録署名議員に 

        ４番 渡辺健寿議員 

        ５番 久保居光一郎議員を指名いたします。 

                                    

     ◎日程第２ 会期の決定について 

 

○議長（佐藤雄次郎）  日程第２ 会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。この臨時会の会期は、本日１日としたいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は本日１日と決定いたしました。 

                                    

     ◎日程第３ 議案第１号 那須烏山市長、副市長及び教育長の給料の臨時特例に関 

                 する条例の制定について 
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     ◎日程第４ 議案第２号 那須烏山市職員の給料の臨時特例に関する条例の制定に 

                 ついて 

 

○議長（佐藤雄次郎）  日程第３ 議案第１号 那須烏山市長、副市長及び教育長の給料の

臨時特例に関する条例の制定について及び日程第４ 議案第２号 那須烏山市職員の給料の臨

時特例に関する条例の制定については、関連がございますので一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 大谷市長。 

〔市長 大谷範雄 登壇〕 

○市長（大谷範雄）  ただいま一括上程となりました議案第１号、議案第２号につきまして、

提案理由の説明を申し上げます。 

 まず、那須烏山市長、副市長及び教育長の給料の臨時特例に関する条例の制定についてでご

ざいます。本案は、平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間、市長、副市長及

び教育長の給料を減額するための特例を定めるものであります。 

 御案内のとおり、国におきましては、財政状況や東日本大震災に対処する必要性から、国家

公務員の給与の減額措置が実施されており、また、内閣総理大臣などの特別職の給与について

も同様に減額措置が実施されているところであります。 

 このような中、本年１月２４日に公務員の給与改定に関する取扱いについてが閣議決定され、

地方公務員の給与についても、国家公務員の給与の減額措置を踏まえ、国に準じた措置を実施

するよう要請があったところでございます。 

 また、本年３月には、地方交付税が改正され、平成２５年度における地方交付税につきまし

ては、国家公務員と同様の給与の減額措置を実施することを前提に削減されるとのことでござ

います。 

 本来、地方公務員の給与は、公正・中立な知見を踏まえまして、住民や議会の意思に基づき

各自治体が自主的に決定すべきものであります。国が地方公務員の給与削減を強制することは、

地方自治の根幹にかかわる問題であります。 

 これまで各自治体は、厳しい財政状況等を踏まえ、定数削減や人件費削減といった行財政改

革の取組みを行ってきておりまして、こうした成果を一切評価することなく、地方の固有の財

源である地方交付税を給与削減のために用いることは、地方の財政自主権を侵害するものであ

り、また、地方分権の流れに反し、到底容認できるものではないと、これまでも市長会を通じ

て反対をしてきたところであります。 

 本市といたしましては、この認識のもと、栃木県や県内市町の動向を見守ってきたところで
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ございますが、ここにまいりまして栃木県を初め、県内のほとんどの市町が国の減額要請を受

け入れ、給与減額措置に転じる動きとなってしまったことは周知のとおりであります。 

 このような動きに対しまして、本市といたしましても、住民サービスの維持や財政状況など、

さまざまな要素を総合的に検討し、苦渋の決断ではありましたが、国の減額要請を受け入れざ

るを得ないとの結論に至り、職員労働組合とも真摯な協議を重ねながら、本市の職員の給料に

ついては、級別に３％から６.５％の範囲内で減額措置について受け入れていただいたところ

であります。 

 よって、本案は、職員の給料の減額措置にあわせて、市長、副市長及び教育長の給料につい

ても同様に減額措置を実施しようとするものでございます。 

 なお、現在、市長、副市長及び教育長の給料につきましては、那須烏山市長、副市長及び教

育長の給料の減額に関する条例が既に制定されておりまして、本年１１月５日までの市長の任

期中、市長にあっては１０％、副市長にあっては７％、教育長にあっては５％の減額が実施さ

れております。 

 本案におきましては、現在、実施中の減額率にさらに上乗せをし、市長にあっては２０％、

副市長にあっては１４％、教育長にあっては１０％の減額措置を来年の３月まで講じようとす

るものでございます。 

 議案第２号は、那須烏山市職員の給料の臨時特例に関する条例の制定についてでございます。

本案は、国家公務員における給与の減額措置を踏まえ、平成２５年７月１日から平成２６年

３月３１日までの間の職員の給料を減額するための特例を定めるものであります。 

 減額措置に至った背景につきましては、議案第１号の提案理由におきまして説明のとおりで

ございますが、今回、国からは国家公務員の給料を１００とした場合の地方公務員の給料水準

を示すラスパイレス指数が１００を超えている場合には、１００を上回らないまで給料水準を

引き下げることが要請されたところでございます。 

 本市の平成２４年４月１日現在におけるラスパイレス指数は１０６.５となっております。

このため、本条例による給料の減額措置の実施によりまして、１００を上回らない給料水準と

なるよう、本案におきましては、級別に３％から６.５％の範囲内で減額措置を実施するもの

でございまして、具体的には、行政職給料表の職務の級、１級及び２級の職員が３％、３級の

職員が６％、４級から７級までの職員が６.５％の減額措置を来年の３月まで講じるものであ

ります。 

 なお、本条例には盛り込まれておりませんが、技能労務職の給料表の適用を受ける職員につ

きましても、別途減額措置を実施することといたしておりまして、技能労務職につきましては

全級３％の減額措置を講ずることといたしております。これらの給料の減額措置の実施により
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まして、ラスパイレス指数は９９.２程度になると見込まれておりますほか、期間全体の削減

額は、職員全体で約４,４００万円余りになると試算をいたしております。 

 また、本案におきましては、給料の減額措置の実施に伴いまして、欠勤した場合や介護休暇、

組合休暇、各種部分休業を取得した場合に減額する給与額についても、減額措置後の給料単価

に基づいて算定ができるよう所要の特例規定を設けるほか、減額する額を算定する場合の端数

処理に関する規定を設けて適切な支給処理ができるようにいたしております。 

 終わりに、繰り返しになりますが、今回の国の地方交付税の削減と、給与削減の実質的な強

制は、地方公務員制度の本旨から逸脱をしておりまして、地方自治の確立を阻害するものであ

ります。今回の国の減額要請を受け入れましたことは、苦渋の決断であったこと、また、結果

として、その犠牲を職員に転化する形となってしまったことは極めて遺憾であるとともに、今

後、今回のような措置が二度と行われないよう、市長会等を通じて強く国に求めてまいる所存

でございます。 

 以上、議案第１号から議案第２号までの提案理由を一括して説明申し上げました。詳細につ

きましては、総務課長より説明させますので、何とぞ慎重に御審議をいただきまして、可決、

御決定を賜りますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  それでは、那須烏山市職員の給料の臨時特例に関する条例につい

て、その概要について説明申し上げます。なお、一部、市長説明と重複する部分が生じるかと

思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。第１条趣旨につきましては、議案第１号及び議

案第２号の中で詳細、市長の提案理由で申し上げておりますので、割愛いたします。 

 第２条第１項第１号でございますが、職務の級が２級以下の職員とは、主事及び主任を対象

にするもので１００分の３、３％を減額いたします。なお、この号に該当する本市職員は４３ 

名ございまして、月額平均で５,６８８円の減額となります。平均でございます。 

 次に、２号、職務の級が３級の職員とは、主査を対象にするもので、１００分の６を減額い

たします。また、この号に該当する職員は４４名で、月額平均１万６,８６１円の減額となり

ます。 

 次に、第３号職務の級が４級以上の職員とは、係長以上の職員を対象とするもので、１００ 

分の６.５を減額いたします。この号に該当する職員は１５４名で、月額平均２万４,７６２円

の減額となります。 

 なお、これら職員以外に技能労務職給料表の適用を受ける職員、いわゆる技能労務職１５名

がございます。これらにつきましては、先ほど市長から説明がありましたように、別途那須烏



平成25年第４回６月臨時会 第１日 

－10－ 

山市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則、規則なものですから、本議会には提案して

ございません。一律３％、月額平均で申し上げますと９,２６１円の減額となります。 

 また、医師が２名いるわけでございますが、医療職の給料表につきましては、当該医師にか

かる任用、採用時の提示した条件等諸事情等を考慮して、給料に特別の配慮を要する職種であ

ることから、今般は減額措置を講じないことといたしました。 

 次に、同条第２項第１号から第４号までの規定は、休職等の職員に関する規定で、第１号は

公務災害による休職者でございます。第２号につきましては、結核及び心身の故障等による休

職者でございます。第３号は、刑事事件起訴による休職者、第４号は分限処分による降給処分

を受ける職員で、休職者に対しても同様に減額を行う旨、規定したものでございます。 

 なお、本日現在、第２号に、第２号というと心身の故障による休職者が１名ございますので、

第２項にかかるものについては１名いるということで御理解いただきたいと思います。 

 ２ページをお開き願います。次に、第４条第４項でございますが、欠勤職員の給料の取扱い

を規定したものでございます。同様に減額し、支給いたす規定でございます。 

 次に、第３条から３ページの第７条までの規定につきましては、先ほど市長が説明したとお

り、第３条でいわゆる公益法人等への派遣職員の給与でございます。 

 第４条につきましては、介護休暇及び組合休暇取得職員でございます。 

 第５条につきましては、育児部分休業取得職員でございます。 

 第６条では、修学部分休業取得職員でございます。 

 第７条につきましては、高齢者部分休業の取得職員についてでございまして、以上、全て第

３条から第７条まで、それぞれの取扱いを定めまして減額するというふうに規定したものでご

ざいます。 

 なお、最後になりますが、第３条から第７条までの規定に該当する職員は、第４条関係で

１名が適用されます。 

 以上、説明を終わります。 

○議長（佐藤雄次郎）  以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 １６番中山五男議員。 

○１６番（中山五男）  ７点ほど質問いたします。まず、１点目でありますが、職員給与の

削減率を職務の級により３％から６.５％といたしましたが、新聞報道を見ますと、ほかの市

町村や県、国家公務員と異なるようであります。本市では何を基準として、この削減率を決め

たのか。これをまず１点お伺いします。 

 ２点目であります。政府は国家公務員同様に地方公務員も７.８％の削減を求めているわけ
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であります。その削減効果に相当する金額を地方交付税から削減する方針を決定しているわけ

でありますが、本市の削減率、削減額でもって交付税に影響がないのかどうか。 

 ３点目を申し上げます。市長、副市長、教育長の給与は既に減額をしているわけであります。

しかし、さらに今回、大幅な減額は必要なかったのではないかと思っているわけであります。

そこで、県内のよその市町村では、これほど減額しているところがあるのかどうかをお伺いい

たします。 

 ４点目をお伺いいたします。減額対象は給与月額のみとありますが、期末勤勉手当とか管理

職手当、これは現行の給与月額を基準として支給することとしているのか。これをお伺いしま

す。なお、国家公務員とか県職員、ほかの市町村も本市と同様な扱いなのかをお伺いしたいと

思います。 

 ５点目を申し上げます。これは今回の条例改正には直接影響するわけではありませんが、市

が補助金を交付しています外郭団体に対して、市職員同様に給与削減の指導を行うのかどうか、

これをお伺いします。 

 さらに６点目でありますが、国家公務員は５５歳から昇給を停止する法案を６月１７日に既

に成立させております。本市職員の昇給停止の実施状況、もう既にしているのかどうか。これ

からしようとするのかどうか。この状況について伺いたいと思います。 

 もう１点お伺いします。これは地域手当についてであります。これは新聞報道によりますと、

小山、鹿沼、野木、大田原市では、地域手当を国の規則に基づいて３％支給することとしてお

りますが、支給対象となる地域の条件は何なのか。那須烏山市はこの地域に該当しないのか。 

 以上、７点についてお伺いします。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  ただいま７点ほど質問がございました。順番に御説明申し上げた

いと思います。 

 まず、１点目の今回の削減率の基準でございますが、過日、２１日の全員協議会でも御説明

申し上げたとおり、４.７７％、７.７７％、９.７７％と、国はそういう規定でやりましたが、

地方公共団体に求めている中では、あくまでラスパイレス指数を１００以下にしてくださいと。

ただ、また、国は７.８％の削減率でございますが、市町村に求めたのは地域のラスパイレス

指数を、国以下の１００以下にしてくださいという技術的要請でございます。 

 したがいまして、先ほど市長から御説明がありましたように、本市の平成２４年度のラスパ

イレス指数は１０６.５でございます。したがいまして、単純に１０６.５から１００を引いて、

最高で６.５をとったという状況でございます。 

 次に、２番は交付税関係でございますので、総合政策課長から御説明いただきたいと思いま
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す。 

 次に、今回の市長、副市長、教育長も大幅に減額しております。県内の市町村の状況でござ

いますが、私が持っている資料は、６月１２日付で那須烏山市が調査した調査票に基づく結果

でございます。その後の動きが若干あるかと思うんですけれども、６月１２日時点で御説明申

し上げたいと思います。 

 まず、特別職なんですけれども、栃木市では５％から一律１０％に減額しております。真岡

市につきましては、定額１０万円だったんですが、一律１０％という減額措置を講じておりま

す。 

 下野市におきましては、三役ですね、５％だったのを市長が２０％、副市長が１５％、教育

長につきましては５％から１５％というふうに減額措置を講じているようでございます。 

 また、町村の部なんですけれども、上三川につきましては、一律５％から１０％。茂木町に

つきましては、現在の減額措置に一律８％を上乗せしてやっているようでございます。野木町

につきましては、現行の減額より７.４％上乗せして、今般、減額措置を講じているようでご

ざいます。 

 次に、４番の減額対象は、いわゆる給料月額のみであるのかという質問でございますが、そ

のとおりでございます。その他につきましては減額いたしません。 

 参考までに申し上げますと、県内の状況でございます。本俸以外ですね、給料以外で減額措

置を講じたのは、栃木市、鹿沼市、率でいきますと、これは全て管理職なんですけれども、

１０％、５％を減額しているようでございます。 

 ５番の補助金を交付している外郭団体に指導を行うかという質問でございますが、民間、ち

ょっと捉え方が難しいかと思うんですけれども、広域行政事務組合以外は一切調整はしており

ません。 

 次に、６番の国家公務員は６月１７日付で５５歳から昇給停止ということで成立しておりま

す。ただし、５５歳以上の職員であっても、全てが昇給停止したわけではございません。運用

上、国は特に優秀だと、人事評価でそういう結果が出れば２つ給料を上げる。そういう運用で

ございます。 

 本市の場合につきましては、５５歳全面昇給停止は現在やっておりません。しかし、既に

５５歳未満の主幹については４号俸上がるところ３つ、５５歳を超える主幹以上の職員につき

ましては２つということで、既に昇給の停止ではないですけれども、上がり幅を抑制している。

そういう措置は講じております。 

 国の制度の改定を受けまして、ことしも人事院勧告が当然出るでしょうから、それらを踏ま

えて今後検討してまいりたいと思っております。 
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 最後になります。地域手当でございます。宇都宮、鹿沼、野木、大田原ということで、今、

御質問があったんですけれども、正確に申し上げますと、現在、支給しているのは宇都宮、小

山、鹿沼、野木でございます。大田原につきましては過去の経緯がありまして、議会に上程し

たのですけれども、否決ということで、現時点では交付していないように考えております。 

 また、国の規則で３％している地域の条件はという御質問でございますが、最初から３％支

給したわけではないんですね。段階的に現在まで３％に引き上げてきた。宇都宮はちなみに申

し上げますと、５級地でマックス６％まで支給できます。鹿沼、野木、大田原につきましては

６級地というふうな捉え方をしておりますので、マックス３％までこれから引き上げるのでは

ないかというふうに考えております。 

 なお、地域手当の条件は何かということなんですけれども、国の定める基準では、国の機関

がない限りは出さない。ですから、何ぼ大きい市であっても、合併して大きくなっても、例を

挙げてしまうと申しわけないんですけれども、那須塩原みたいなのは十何万人、大田原をしの

いでいるかと思うんですけれども、昔から国の機関が少なかったということで支給対象地には

なってございません。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  それでは、本市への交付税の影響額はということでございま

す。今回の給与削減措置につきましては、国全体で普通交付税のほうから８,５０４億円を削

減するということでございます。普通交付税の正式な算定につきましては、７月下旬になると

いうことでございますので、現段階ではあくまでも試算の数値でございますが、本市への影響

額を試算いたしますと約７,０００万円と見ております。 

 今回、給与削減措置として８,５０４億円が国全体で削減されるんですが、一方、今回、地

域活性化対策、地域の経済対策のための地域の元気づくり事業費ということで、国全体で３,

０００億円が交付税のほうに加算されます。この内訳は人口を基本といたしまして算定されま

す基礎額、こちらが１,０００億円、それから、人件費の削減努力による加算額が２,０００億

円という配分になってございます。 

 これを本市に当てはめてみますと、約８００万円から２,４００万円が加算されるのではな

いかというふうに試算いたしておりますけれども、最大限２,４００万円加算された場合には、

７,０００万円の削減に対しまして２,４００万円が加算されるということで、差し引き４,

６００万円の減額ということになりますけれども、先ほど説明がありましたとおり、今回、特

別職におきましては約１３０万円、職員におきましては４,４００万円の給与の削減というこ

とになりますので、合わせまして４,５００万円余が今回の削減措置により財源が浮くという
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ことになりますので、今回の給与削減措置に関しまして、影響額は現段階では最小限になるも

のというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １６番中山五男議員。 

○１６番（中山五男）  ７点ほど質問申し上げましたが、まず、１点目の給与削減率につき

ましては、ラスパイレス指数１００以下にするための調整率だということで、これは了解いた

しました。 

 ２点目の地方交付税に影響がないかということにつきましても、これは現在、先ほどの坂本

課長の説明で了解いたしました。 

 ３点目の、これは市長、副市長、教育長の削減率なんですが、これは先ほどの答弁によりま

すと、下野市のみが首長に限って２０％ということで、これは新聞報道にも、下野新聞のを私

もちょっと見落としてしまったのかどうかわかりませんが、いずれにしても、私が知る限りで

は小山でも１５％、真岡市は１０％、大田原市も１０％、その程度ですね。岩舟が８％とか、

その状況で、これほどの削減率の高いところはありません。 

 なぜこれほど三役は率先してといっていいのかどうかわかりませんが、でも私たちは市長の

巻き添えを食って副市長と教育長が減額せざるを得なくなったのではないかなと思っておりま

すが、私はこれほどの減額は決して必要ないとそう考えておりますが、この辺について市長み

ずからの考えを、もう一度この辺についてお伺いしたいと思います。 

 それと４点目の減額対象は、これは給与月額のみということで、期末手当とか管理職手当は

現在の給与額を基準にして支給するということで、これも了解いたしました。 

 市が補助金を交付している外郭団体に対しての指導でありますが、これは例えばシルバー人

材センターから社会福祉協議会などは、これはもう人件費相当額を市が助成しているわけです

から、当然これは給与削減するよう指導すべきであると考えていますが、この件についても、

これは市長からこの考えがあるかどうかお伺いしたいと思います。 

 次に、６番目の昇給停止の件についてはわかりました。地域手当につきましても了解いたし

ました。２点について再度御答弁をお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  特別職に関する給与削減でございますが、先ほども総務課長から報告

があったと思いますけれども、県内自治体の状況をでき得る限り調査をさせていただきました。

首長の場合、大体今１０％の削減をやっておられまして、さらにその上乗せ分を５％から８％

に求めているところが大半でございました。 

 そういう中で、私どもは市長、副市長、教育長の削減率を従来１０％対７％対５％といたし
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ておりまして、削減率の、また絶対額の三役で最も少ない教育長の県内の動向を調べましたら、

私は５％プラス職員の削減率６.５％を上乗せをするという基本原則を考えましたけれども、

そういたしますと、教育長、５％プラス６.５％ですから１１.５％ということになります。県

内自治体を見ますと、大体教育長はそういった減額率１０％でとどまっている実態がほとんど

でございます。 

 それを基軸にいたしますと、この１０対７対５のその削減率のところをちょっとその率は堅

持したいということを考えましたので、そうなってきますと、当然私が２０％、副市長が

１４％、そして教育長の１０％というようなことになったわけでございますので、このことに

ついては、私のほうから副市長、教育長にも協力をいただいたということでございますので、

ひとつ御理解をいただきたいと思います。 

 もう一つ、外郭団体についての指導でございますが、これも先ほど総務課長から御説明いた

しましたけれども、私から指導するということは控えたいと思っています。地方自治の基本理

念に沿って各団体も運営をしているわけでございますので、そういった判断については、こう

いった情報なども勘案しながら、各外郭団体の長が判断をすべきものと考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １６番中山五男議員。 

○１６番（中山五男）  市長と三役の削減率につきましては、決して私もこれで了解したと

いうわけではありませんが、一通りの説明を聞きました。 

 もう１点、外郭団体に対してはやはり何らかの通達といいますか、通知、市役所の職員は今

回これだけの削減率を実施したということを何らかの方法で示すべきではないかと考えており

ます。このことについて全く何の通知も連絡もしないのかどうか。再度お伺いします。 

○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  臨時議会の議員からの御意見があった。そういったことを伝えていき

ますが、それも含めた検討はさせていただきたいと思います。 

○１６番（中山五男）  了解しました。 

○議長（佐藤雄次郎）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  今回の地方公務員給与の削減は国のほうでは押しつけないと言いな

がら、みずからの自主的な判断でやりなさいというような指導をやりながら、交付税だけはし

っかりと削る。こういうことで非常に不当なやり方で押しつけているものであります。 

 その中で、先ほど総合政策課長のほうから、削減額は総額で８,５０４億円で、その内容に

ついてちょっと説明がありましたが、それを補うということで全国防災事業の地方負担分直轄

補助事業ですね、これは７９３億円。緊急防災減災事業費、これは地方単独事業費ということ
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で４,５５０億円、これは起債したやつを後で補塡するということなのか知りませんが、それ

と、地域の元気づくり事業費というのが３,０００億円、こういうので補いますよという話に

はなっているんですけれども、先ほどその１つである元気づくり交付金については１,０００ 

億円プラス２,０００億円というような話なんですが、その２,０００億円のほうが人員削減を

どれだけ進めているかということを考慮して、この交付金の配分割合を決めるような話があっ

たんですが、そういうこと自体が非常に不当だというふうには思うんですけれども、これにつ

いては、本市については８００万円から２,４００万円加算がされるであろうという話ですよ

ね。 

 それで、そのほか、さっき述べました全国防災事業費の地方負担分直轄補助事業、これと緊

急防災減災事業費ですね、地方単独事業分、これについては本市はどの程度が見込めるのか、

見込めないのか。その中身について説明いただきたいと思います。 

 先ほど交付税削減が約７,０００万円で、元気づくり交付金のほうが満額２,４００万円来る

と、差し引き４,６００万円の減ですよと。それで、今回、この給与削減を検討しましたとい

うことなんですけれども、職員のほうだけでも９カ月間で４,４４４万１,０００円減額になっ

て、そこに市三役が１３１万３,０００円減額になるわけですから、４,５７５万２,３００円

減額になるのかなと思うんですけれども、さっき総合政策課長の言った数字が若干違いました

ので、それについて、もう一度確認の意味で説明を受けたいと思います。 

 それで、このような不当な形で地方６団体も反対しているのに、こういうことが押しつけら

れるわけでありますが、問題はそういうように、人員削減をしながら、あるいはこれまで

１０年間にも人件費等を相当削られて大変な目に遭って、そしてあの震災をくぐり抜けて職員

の皆さん、頑張ってきたんですが、このように頑張ってきても、全く評価されないで、ますま

すこのような減額を押しつけてくる。これが一番私は職員のやる気の問題に非常に影響するの

ではないのかなと思うんです。 

 それで、褒めるわけではありませんが、災害のときは大変御苦労されたんですけど、それ以

外の各種団体のいろいろなイベントや例えばまちづくり研究会というんですかね、大学の先生

方の発表会の、あれは私が見ている限りは、役場の職員は担当職員以外はほとんど来ていませ

んね。ほとんどですよ。 

 この間、私ども地域の医療を守る会では、佐久総合病院の６０年間のこれまでの地域医療の

予防医療ですか、そして、今抱えている問題や将来にわたってどうするかと。これから南病院

をどうしていくのか。地域医療や保健予防、そして医療、介護、これをこれからどうしていく

のかと。すごく示唆に富んで大事な映画がありました。それも市長を通じて無料ですから、ぜ

ひ職員の皆さんに見てくださいと。このように私はお願いをしたつもりです。もちろん担当職
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員の皆さんは、幹部職員は来ましたが、ほとんどと言っていいほどあとは来ませんでした。 

 だから、そういうことが、あとまた別な助成団体のほうからも言われたんですが、いろいろ

なイベントをやっても、ほとんど職員が顔を出さないと。どうなっているんですか、平塚さん

と、私は怒られたんですけれども、そういうことがどんどんこれから助長するんじゃないのか

なと。給料もらっている分しか働かないよと。時間拘束されている分しか私は責任ないよと。

本当にこういうことで、これからどんどん少子高齢化が進み、財政が厳しくなる中で、那須烏

山市はやっていけるんですか。 

 地域のリーダーとして、給料以外にもさまざまな役割を職員が期待されているはずでしょう。

そこら辺、どのような指導をされているのか。もちろん組合もありますし、労使の決め以外の

仕事をやれと言われても、それはできないかもしれません。しかし、市民の負託に応えると、

あすの那須烏山市をつくると。こういう思いでは一緒のはずでありますよね。そういう意味で、

どうしてそこが醸成されないのか。市民と一体となってまちづくりを進めるんだと、多少大変

でもボランティアでも頑張るんだと。こういう職員像を私は期待したいんですよ。 

 そういう意味で、今回、そういうものの足かせにならないようにしてもらいたいなというふ

うに思うんですが、その辺、時間がありませんので、総合的に市長はどのように考えているの

か。これからどういうふうに職員指導、教育をするのか。その辺も含めて、ちょっとお話を伺

いたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  大谷市長。 

○市長（大谷範雄）  職員の活力あるいは活性化、これはまちおこし、まちの活性化に比例

をするというような御指摘だったろうと思います。まさにそれは同感でございます。そういっ

た意味も含めまして、切磋琢磨の精神あるいはまちづくりへの率先垂範とした共同体制を、市

の職員がリーダーシップをとるようにというようなことは、日々努力をしているつもりでござ

いますが、まだまだ啓発は足りないと私も感じております。 

 こういう給料削減がそれの足かせになるとは私は決して思っておりません。そういうことも

含めまして、今後、少数精鋭を目指していきたいと思っておりますので、そのようなことを御

指摘いただきながら、さらに御指導もいただきながら、今後、市の職員の指導体制については

進めていきたいと思いますので、ひとつ今後とも御指導、御鞭撻を賜りたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  坂本総合政策課長。 

○総合政策課長（坂本正一）  先ほどお問い合わせのありました全国防災事業費、それから、

緊急防災減災事業費でございますが、全国防災事業費については、これは国が直轄事業でやる

場合の地方負担分ということで、現段階のところでは本市では該当がないというふうに考えて

おります。 
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 それから、緊急防災減災事業費、こちらは起債をさせていただける事業でございますが、こ

ちらは昨年度七合小学校の体育館建設の際に活用した起債でございます。後年度７０％から

８０％元利償還金について交付税措置をいただける起債ということでございます。こちらにつ

いては、今後、同様の耐震化等の事業に充当できるということで考えておりますが、現段階で

はまだ具体的な事業名は想定しておりません。 

 それから、先ほど今回の費用削減措置に伴う削減額でございますが、全員協議会の際に御説

明させていただきました数字ですね。職員については４,４４４万１,０００円、特別職につい

ては１３１万１,３００円ということでございますので、合わせますと４,５７５万２,３００ 

円という数字が正確な数字でございます。先ほど概算で申し上げました。失礼いたしました。 

○議長（佐藤雄次郎）  １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  今の話にあるように、総合政策課長ですよ、今回、公務員給与を削

減する。そのかわりに防災対策だというんだけど、平成１２年度の事業からやっている話なん

ですよ。それでは、職員給与を削減しなければ防災はやらなくてもいいのという話になっちゃ

うので、さっき言った２つについては、国のほうが後でとってつけた公務員給与削減するから、

そのかわりこれやれよといった話だということです。 

 もう一つは、最後の話になりますが、もう時間がないので、やはり職員のやる気の問題。給

料をうんともらっているから、もらっていないからということは私はないと思います。確かに

市民の公僕として聖職としてお勤めになっているんだろうと思いますからね、しかし、その職

員のやる気をどう醸成するか。これが一番大事ですよね。 

 そういう意味で、これはもちろん職員組合とも話し合ってもらいたいと思いますし、各課の

中でも自分たちのこの間の６月９日の映画でも、地域の医療は地域の人たちの意識を変えない

と、自分の命は自分で守るんだという意識を変えないとだめなんだと、元の院長が最後に言っ

ていましたけれども、そういうことだと思うんですよ。その市民の意識を変えるためには、や

はり職員の意識を変えないと変わらないと思いますよ、私は。 

 そういう意味で、本当に各課の中で今何が求められているのか、そして、何をなすべきなの

か。その辺十分考えてもらいたいと思うんです。ちなみに佐久総合病院は、戦後６０年間、

１回も赤字になったことがないんです、いまだに。お医者さん、今２００人。１,２００床で

す、関連病院も含めて。 

 それで、長野県の医療は、老人医療費は全国一安くて、そして男女とも長寿日本一ですよ、

今。その礎をつくったのが佐久総合病院です。だから、それを関係者には見ていただきたかっ

たんですよ。もちろん幹部職員の方は来ていただきましたけれども、無料だからぜひお願いし

ますということで、私、訴えたつもりなんですが、なかなかその意識がそこまで及ばなかった
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のかなと非常に残念ですけれども。 

 これからもさまざまなイベントやそういうような催し物があると思うので、できる限り職員

の皆さんに参加いただけるように、職場の中でも、給料もらえなくてもぜひ行ってくれという

ことで、市民とともにまちづくりを進める運動を進めていただきたいなということを申し上げ

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐藤雄次郎）  １０番水上正治議員。 

○１０番（水上正治）  １点確認したいんですが、先ほどから削減の額の話が出ていますよ

ね。これはラスパイレス指数の部分をカットという話をしていますので、その退職手当組合と

か、それから共済組合の負担金、これらが入っているのかどうか。もし、その辺の確認をお願

いしたい。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  今の質問でございますが、退職手当等につきましては、減額前の

給与を使いますので減額にはならないと思っております。（「共済の関係は」の声あり）年金

については、若干まだ未確定な部分がありまして、掛け金は減額された給与で掛け金を支払う

ことになっておりますので、多分年金の場合には生涯賃金、いわゆるもらった賃金に対してパ

ーセントで払いますので、多分年金は減額されるんじゃないかというふうに考えております。 

○議長（佐藤雄次郎）  １０番水上正治議員。 

○１０番（水上正治）  とすると、多少の微々たる調整額はあるということですね。了解し

ました。 

○議長（佐藤雄次郎）  １５番髙田悦男議員。 

○１５番（髙田悦男）  ただいま上程中の第１号及び第２号議案について質疑を行いたいと

思います。 

 先ごろの栃木県の本議会において、職員の給与の臨時特例に関する条例が制定されました。

栃木県が給与という用語を使っていまして、我が市が給料。先ほどの中山議員の質疑で大方了

解はしておりますが、もう一度説明を兼ねた内容をお話しください。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  まず、用語の解説でございますが、給与と表現した場合は、いわ

ゆる国で言う本俸プラス諸手当、扶養手当とか時間外とかそういうのが含まれる場合には給与

と言います。給料といった場合の捉え方は、あくまで国でいきますと本俸なんですね。したが

いまして、県は間違いなく給与という表現をとっております。県は那須烏山市と違うところは、

率もそうなんですけれども、先ほど中山議員の質疑の中で説明申し上げましたように、宇都宮
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でございますので、地域手当が支給されているんですね。地域手当と教職調整額というのがあ

るみたいなんですけれども、それらについては減額の給与月額を算定するということなので、

手当分についても減額されますので、給与という表現をとっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  １５番髙田悦男議員。 

○１５番（髙田悦男）  再度確認します。本市の場合給料ですね。つまり、月額の基本給の

みということで理解してよろしいわけですね。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  そのとおりでございます。 

○１５番（髙田悦男）  了解。 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに質疑はございませんか。 

 ９番板橋邦夫議員。 

○９番（板橋邦夫）  １点お伺いしたいんですが、今回のこの給料引き下げによって、それ

で基本額が減額されるわけでございますが、先ほどの全員協議会の中で、この給与引き下げに

伴って時間外手当の問題があるわけですが、この時間外手当については、後で協議するという

ことだったんですが、これについては新しい給与の基準額で算定されるのか。あるいは現在の

給与を基準に時間外手当を支給するのか。これは特にこれから年末から３月にかけて予算編成

期に入りますので、かなり時間外手当がふえるとか思うんですが、その辺をちょっとどちらの

基準で時間外手当が計算されるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  先ほど御説明申し上げましたように、国の技術的指導の中身は、

ラスパイレス指数なんですね。ラスパイレス指数を下げればいいよと。そのほか、諸手当、国

が実施しているんですけれども、それらについては触れられておりません。時間外の話なんで

すけれども、今回の減額される前の給与をもととして、３月まではそのように支払っていく考

えでございます。 

○議長（佐藤雄次郎）  ９番板橋邦夫議員。 

○９番（板橋邦夫）  そうすると、新給与でなく現在の給与を基本にした時間外手当という

ことですね。 

 それと、先ほど管理職手当についても修正しないということで聞いたんですが、それを確認

しておきたいと思います。 

○議長（佐藤雄次郎）  粟野総務課長。 

○総務課長（粟野育夫）  繰り返しますが、ラスパイレス指数というのは、４月１日、今回
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は全国の市町村の動向を見るために、７月１日現在もラスパイレス指数を算出するようでござ

います。ラスパイレス指数は４月１日現在の国家公務員の給与と地方公共団体職員の給与と対

比します。したがいまして、時間外とか地域手当とか、ラスパイレス指数には全く含みません

ので、国の技術的指導もそこまでは踏み込んで指導がございませんので、最小限の減額にした、

取扱いにしたということで御理解いただきたいと思います。 

○９番（板橋邦夫）  了解しました。 

○議長（佐藤雄次郎）  他に質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより議案第１号及び議案第２号の討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

 １５番髙田悦男議員。 

〔１５番 髙田悦男 登壇〕 

○１５番（髙田悦男）  ただいま上程中の議案第２号 那須烏山市職員の給料の臨時特例に

関する条例の制定について、反対の立場から討論を行います。 

 本件は、政府が地方交付税法の改正をしてまで交付税の削減を強行したことに起因しており、

公務員の労働基本権の代償措置である人事院勧告や人事委員会勧告制度を踏みにじる暴挙を、

政府みずから行ったことがまず責められなければなりません。 

 地方交付税は、地方固有の財源であり、地方交付税法第１条に規定する地方団体の独立性の

強化、地方行政の計画的な運営に資するものでなければなりません。この法の目的を実現する

ため、地方財政計画、地方交付税については、国の施策のもとに一方的に決するべきではなく、

地方と国の十分な協議を補償した上で、そのあり方や総額について決定する必要があります。 

 しかし、政府がその禁じ手を強行したために、栃木県においては約８６億円、本市は給与削

減分及び地域活性化対策分を合わせると約７,０００万円の交付税を削減するもので、市当局

は市民サービスを低下させないとの観点から、苦渋の決断をしたものと思料いたします。 

 この間、市当局は、職員団体との真摯な話し合いを重ね、市長みずからもそうした場で今回

の交付税削減に関し、国に対する自身の考えを伝えていくことを表明しているとも聞いており

ます。 
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 政府が要請した給料削減は、表面的には地方が自主的に決定するものとしていますが、実際

には地方交付税と義務教育費、国庫負担金の減額を通じて行われたため、やらなくてもいい削

減を事実上強制する手段として政府が使ったものであります。これでは自治体における首長や

議会の機能を実質上拘束することとなり、地方分権に逆行する行為であり、地方自治の根幹そ

のものが危惧されるゆゆしき事態と考えます。 

 地方のことは地方で決定するという地方自治の原則を政府みずからが崩そうとしていること

には、毅然とした姿勢で異を唱えていかなければなりません。今回のような政府の地方に対す

る乱暴な扱いによって、本当にデフレからの脱却ができると考えているのでしょうか。ますま

す負の連鎖に陥るばかりだと思います。 

 昨年の第３１５回通常国会では、１２月２７日追加提案となりました追加第２号議案 職員

の退職手当に関する条例等の一部改正によって、段階的に退職手当を引き下げることとなりま

した。条例施行後の初年度となる本年度末の影響額は、本市において１人当たり約１４０万円

の減となり、経過措置後の平成２７年度における引き下げ額は約４００万円に上るものと思い

ます。こうした取り組みが本市財政健全化に寄与したことは明らかでありますが、いずれも職

員の理解と協力なくしては実現できないと考えます。 

 したがいまして、第２号議案 那須烏山市職員の給料の臨時特例に関する条例の制定につい

ては、以上申し上げました理由から、各議員におかれましては、ぜひとも反対の立場で賛同い

ただけますようお願い申し上げ、反対討論といたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論はありませんか。 

 １７番平塚英教議員。 

○１７番（平塚英教）  今回、提案されております議案第１号、第２号でありますが、議案

第１号につきましては、おおむね了解ということでございます。 

 第２号議案については反対いたします。地方公務員給与の削減の問題につきましては、民主

党野田内閣の時代に、国家公務員の給与平均７.８％削減の実施とあわせて地方公務員の給与

削減についても検討されていた問題であります。 

 自民党も総選挙の公約で、公務員総人件費を国、地方合わせて２兆円削減することを掲げ、

平成２５年度予算から早速手をつけて、地方が削減を実施することを前提とした地方財政計画

を閣議決定したものであります。 

 その内容は、平成２５年度に限り、７月からの９カ月間、国と同様に平均７.８％の削減を

地方に要請するというものであり、国家公務員の７.８％削減分を反映させたラスパイレス指



平成25年第４回６月臨時会 第１日 

－23－ 

数を新たに示し、各自治体にそれを超える部分の削減を求めている。こういう内容であります。 

 今回の地方財政計画では、地方公務員給与削減の措置に対し、地方６団体が、自治体が自主

的に決める公務員給与への国の介入は自治の根本に抵触する。地方交付税は地方固有の財源で

あり、国が政策誘導に利用することは許されない。こういうことで抗議しております。 

 各自治体が給与を削減するかどうかについて、総務省は４月５日に全ての自治体を対象に調

査を行い、マスコミに公表し、９割の地方自治体が給与削減を検討などと報じさせております。 

 そもそも政府自身がデフレからの脱却を旗印に財界に労働者の報酬引き上げを要請している

ときに、巨額の人件費削減を地方に強要するなど、矛盾のきわみであります。公務員給与削減

による経済マイナス効果はそれだけでも１兆２,０００億円とも言われ、当地方でも、地域経

済への大打撃となることは明らかであり、また、民間給与賃下げにも連動してしまいます。 

 そこで問題なのは、１４年度に向けて注視すべき点として、国は２年間としている国家公務

員給与の削減期限延長の主張も出ており、今回だけの問題にとどまらない。こういう危険性が

あります。 

 安倍自公政権がこうしてまで地方公務員の給与の削減を今回の予算に計上したのは、生活保

護費の削減とあわせて、この２つを全体の削減制度改悪の突破口として社会保障制度を大幅に

後退させようと。こういう攻撃の１つなんだということが問題であります。 

 そういうような中身に従って、本市においてもこれまで１０年間、さまざまな意味で合併以

来、人員削減や給与、勤勉期末手当等の削減をしてまいりましたが、今回、この人事院勧告で

さえ公務員のスト権を剥奪するという不当なもので、これまで進めてきたのに、この人事院勧

告制度さえ無視したこのような交付税削減という不当なやり方で、職員給与を削減するやる方

は到底認められないということで、反対の理由とさせていただきます。 

 以上であります。 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。まず、日程第３ 議案第１号 市長、副市長及び教育長の給料の臨時特例

に関する条例の制定について、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、日程第３ 議案第１号は、原案のとおり可決いたしました。 

○議長（佐藤雄次郎）  次に、日程第４ 議案第２号 職員の給料の臨時特例に関する条例

の制定について、賛成の諸君の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤雄次郎）  起立多数でございます。 

 よって、議案第２号については、原案のとおり可決いたしました。 

                                    

     ◎日程第５ 発議第１号 那須烏山市議会議員の議員報酬の臨時特例の関する条例 

                 の制定について 

 

○議長（佐藤雄次郎）  日程第５ 発議第１号 那須烏山市議会議員の議員報酬の臨時特例

に関する条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について、提出者に提案理由の説明を求めます。 

 １１番平山 進議員。 

〔１１番 平山 進 登壇〕 

○１１番（平山 進）  ただいま上程されました発議第１号について、提案理由を申し上げ

ます。 

 本案は、平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日の間、市長、副市長、教育長及び職

員の給料の減額措置を踏まえて、議員報酬を削減するための特例を定めるものです。言うまで

もなく、市議会と市長はそれぞれ独自の対等の立場でありながら、市政を担う車の両輪のよう

な関係で協力し合っています。そのような状況の中で、議員みずからも痛みを分かち合うべく、

ともに住みよい那須烏山市の実現のために３％の議員報酬の減額措置を提案するものです。何

とぞ御審議の上、可決、決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤雄次郎）  以上で、提出者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  質疑がないようですので、議長において議事を進行し、これで質疑

を打ち切ることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  ほかに討論がないので、これで討論を終結いたします。 

 採決いたします。日程第５ 発議第１号 議員報酬の臨時特例に関する条例の制定について、

原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤雄次郎）  異議なしと認めます。 

 よって、日程第５ 発議第１号については、原案のとおり可決いたしました。 

 これをもちまして、本臨時会に付議された案件は全て終了いたしました。 

   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（佐藤雄次郎）  以上で、本臨時会の日程は全部終了いたしました。各位の御協力大

変ありがとうございました。これで、平成２５年第４回那須烏山市議会６月臨時会を閉会とい

たします。 

［午前１１時１８分閉会］ 
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